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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明性の高い樹脂シート基材の片面の全面または一部に、少なくとも、光透過性の高い第
１の着色インキ層、パターン状の光透過性の低い第２の着色インキ層、第２のインキ層と
同色の光透過性の高い第３の着色インキ層が順次積層されてなり、
前記パターンは前記第２の着色インキ層が形成されていない部分で構成され、かつ前記パ
ターンに該当する部分には前記第１の着色インキ層と前記第３の着色インキ層が形成され
ており、周囲光がカード裏面から透過することにより、上記パターンが目視にて認識され
るように構成したことを特徴とするカード。
【請求項２】
前記カードのもう一方の面の裏面に、第２のインキ層と同色の光透過性のある第３の着色
インキ層が積層されてなることを特徴とする請求項１に記載のカード。
【請求項３】
前記カードの第３の着色インキ層の上に、光散乱性のインキ層が積層されてなることを特
徴とする請求項１または２に記載のカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャッシュカードやクレジットカード、ＩＣカード、個別情報識別カード、
ゲームカード等のカードに係わり、パターン、文字などのがカード裏面から周囲光が透過
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することにより目視にて視認可能な、偽造防止性に優れるとともに、意匠性にも優れたカ
ードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、キャッシュカードやクレジットカード、ＩＣカード、個別情報識別カード、
ゲームカード等の分野において、カードが普及するにつれ、不正な偽造により悪用される
恐れも高まっており、偽造防止技術はカード製造における重要な技術の１つとなっている
。特に最近はコピー機、スキャナー、パソコンが普及し、かつ写真と同程度にまで性能が
向上するに伴い、それほど精巧な偽造でなければ、コピー機、スキャナー、パソコンを使
用することによって、簡単に偽造される恐れも出てきている。そこで、従来より各種の偽
造防止技術が提案され、また実用化されている。
【０００３】
　例えば、コピー機やスキャナーの解像力が印刷の解像力よりも劣っていることを応用し
た技術であり、その１つはコピー機の解像力を超える微細な文字を印刷しておき、ルーペ
を用いて、その有無で真偽を目視判定するものである。また、コピー機の解像力を越える
細かい万線や網点等を、その見た目の濃度が同じ濃度でコピー機の解像力で対応できる細
かさの万線や網点で形成した柄の中に潜像として印刷しておき、これをコピーすると潜像
が現れることで、目視で真偽判定する技術もある。また、特殊インキによる文字やマーク
を印刷しておく技術もある。例えば、透明な蛍光インキを印刷しておき、ブラックライト
等を用いて紫外線を照射してその有無により目視で真偽判定するものである。或いは、多
層膜の干渉色が変化するのを巧みに利用した、見る角度によって色相が変化する色相変化
インクを印刷しておき、色相変化の有無から目視判定する技術もある。
【０００４】
　一方、各種カードが大量に普及するに伴い、同業者の他のカードとの差別化もカード発
行者にとっては重要な要素となっており、カードの外観上のデザインはその一つである。
例えばバンクカード等では、人気のキャラクターを盛り込む等と何種類かのデザインのカ
ードを用意し、カード所有者の趣向に応じられる様にしているものもある。この様に、カ
ードの用途によっては、カードがただ単にその目的の為に機能すれば良いというものでは
無くなってきている。そこで、例えば、落ちついたシックなデザイン、或いは豪華でステ
ータスを感じさせるデザイン、若さを感じさせるデザイン等とデザインを工夫して、その
用途、所有者の趣向等に応じている。この様な点から、偽造防止に有効で、デザイン上に
機能を持たせたカードが注目されている。
【０００５】
　偽造防止性に有効で、デザイン上に機能を持たせたカードとして、例えば、カード基材
内または表面に光透過率の異なる領域をパターン状に形成し、カード裏面より光をあてる
ことにより、光透過率の異なるパターンが認識できるカードが提案されている（例えば、
特許文献１参照）。しかし、この構成は光の透過の差を見るだけであり、光の色の単色パ
ターンを強い光源のある場所でしか見ることができなかったり、光の弱いところではパタ
ーンがはっきりと見たりすることができないという問題点がある。
【０００６】
　下記に特許文献を記す。
【特許文献１】特開２００２－３４７３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に着目してなされたもので、特別な照明装置などの検証器具を
必要とせず、カード裏面から周囲光が透過することにより文字や図柄が目視にて視認可能
な、偽造防止性に優れるとともに、意匠性にも優れたカードを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上記課題を解決するために、すなわち、請求項１に記載の発明は、透明性の高い樹脂シ
ート基材の片面の全面または一部に、少なくとも、光透過性の高い第１の着色インキ層、
パターン状の光透過性の低い第２の着色インキ層、第２のインキ層と同色の光透過性の高
い第３の着色インキ層が順次積層されてなり、周囲光がカード裏面から透過することによ
り、上記パターンが目視にて認識されるように構成したことを特徴とするカードである。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、前記カードのもう一方の面の裏面に、第２のインキ層と同色
の光透過性のある第３の着色インキ層が積層されてなることを特徴とする請求項１に記載
のカードである。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、前記カードの第３の着色インキ層の上に、光散乱性のインキ
層が積層されてなることを特徴とする請求項１または２に記載のカードである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、カードを物の上に置いたときには文字や図柄が視認できず、カードを持
ち上げるなどして、特別な照明装置を必要とせず、文字や図柄が見える程度の周囲光が透
過することによりカラーの文字や図柄がはっきりと目視にて確認できるため、偽造防止性
に優れるとともに、意匠性にも優れたカードを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の一実施例として
のカードをある物の上に置いた場合や、ある物に重ねた場合の見え方を示す平面図である
。図２は、図１のカードを持ち上げた場合の平面図である。図３は、図２のカードのＸ－
Ｘ’における断面図である。図４は、本発明の一実施例としてのカードをある物の上にお
いた場合や、ある物に重ねた場合の見え方を示す平面図である。図５は、図４のカードを
持ち上げた場合の平面図である。図６は、図５のカードのＹ－Ｙ’における断面図である
。
【００１３】
　図１に示す本発明のカードにおいて、透過性の低いものの上においたときや透過性の低
いものに重ねたときには、光透過性の高い第１の印刷層２１が見えず、光透過性の低い第
２のインキ層２２のパターンと通常の印刷層２５が見えているだけである。しかし、この
図１のカードを持ち上げることにより、図２の平面図で示すように、光透過性のある第１
の印刷層２１を目視で見ることができる。また、図４に示す本発明のカードにおいて、透
過性の低いものの上においたときや透過性の低いものに重ねたときには、光透過性の高い
第１の印刷層２１が見えず、カードに一部に設けた光透過性の低い第２のインキ層２２の
パターンと通常の印刷層２５が見えているだけである。しかし、この図４のカードを持ち
上げることにより、図５の平面図で示すように光透過性のある第１の印刷層２１を目視で
見ることができる。
【００１４】
　透明カード基材１１およびオーバーシート１２の材料としては、通常のカード基材で透
明なものであれば特に限定されるものではなく、例えばポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）製のも
のであり、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）以外でも、例えば、ＰＥＴ－Ｇ（ポリエチレンテレ
フタレートにおけるエチレングリコール成分３０％をシクロヘキサンジメタノールで置換
した共重合ポリエステル樹脂）、アクリルニトリル‐ブタジエン‐スチレン共重合体樹脂
（ＡＢＳ）など透明性の高い樹脂であれば使用可能である。
【００１５】
　光透過性の高い第１の着色インキ層２１は、光透過性の高いインキであれば特に問題な
く、印刷方式についても限定されず、例えば、オフセット印刷でもスクリーン印刷でも良
い。透過して見えるパターン部分が１色で良いのであればベタでも良いし、透けて見える
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部分をカラー画像にしたければ、透過性の低いインキが印刷されてない部分に、画像を印
刷することによって、カラー画像が透けて見えるようになる。
【００１６】
　光透過性の低い第２の着色インキ層２２は、通常使用している着色インキで良く、光を
なるべく透過しないように、顔料濃度の高いインキやインキ層の厚みを厚くする必要はあ
るが、特別なインキを使用することはない。
【００１７】
　光透過性の高い第３の着色インキ層２３は、光透過性の低い第２の着色インキ層２２と
同色の色、または近い色で、濃度が薄いものが好ましい。光散乱性のインキ層２４は、光
透過性が高く、かつ光散乱するようなインキが好ましい。
【００１８】
　通常の印刷画像２５は、通常の画像で、カードを置いたときにも見せるために印刷する
もので、常に見せるべき文字や画像、意匠性のために設けたりするもので、特にあっても
なくても良い。
【実施例】
【００１９】
　本発明を具体的な実施例を挙げて詳細に説明する。
【００２０】
　＜実施例１＞
　０．５４ｍｍ厚のカード基材に０．１ｍｍのオーバーシートを熱ラミネートし、このカ
ード基材に通常のプロセスのシアンインキを使用し、スクリーン印刷により全面に印刷し
た。この上に、墨インキをスクリーン印刷により文字・図柄を印刷し、その上に顔料が低
濃度の墨インキを全面に印刷し、その上に光散乱性のインキをスクリーン印刷し、カード
のパターン部およびその周囲の光透過濃度をＭａｃｂｅｔｈＴＤ－９１８のビジュアルフ
ィルターで測定し、下記表１の透過濃度になるように印刷して、本発明のカードを得た。
【００２１】
【表１】

【００２２】
　得られたカードは、机にカード置いたときにはパターンを見ることができないが、手で
持ち上げたときにシアン色のパターンを見ることができるカードを得た。したがって、カ
ードを目視で見て偽造防止性の判断ができるとともに、意匠性に優れたカードを経済的に
提供できる。
【００２３】
　＜実施例２＞
　０．５４ｍｍ厚のカード基材に０．１ｍｍのオーバーシートを熱ラミネートし、このカ
ード基材の一部に、通常のプロセスのマゼンダインキとシアンインキを使用してスクリー
ン印刷により文字・図柄を印刷し、この上に墨インキをスクリーン印刷によりパターンで
印刷し、その上に顔料が低濃度の墨インキを全面に印刷し、その上に光散乱性のインキを
印刷し、カードを得た。上記、印刷のされていない部分に通常の印刷を施し、逆面に顔料
が低濃度の墨インキを全面に印刷し、その上にマット調のインキを印刷し、カードのパタ
ーン部およびその周囲の光透過濃度をＭａｃｂｅｔｈＴＤ－９１８のビジュアルフィルタ
ーで測定し、上記表１の透過濃度になるように印刷して、本発明のカードを得た。
【００２４】
　得られたカードは、机にカードを置いたときにはパターンを見ることができないが、手
で持ち上げたときにマゼンダとシアンの文字や図柄のパターンを見ることができるカード
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を得た。したがって、カードを目視で見て偽造防止性の判断ができるとともに、意匠性に
優れたカードを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施例としてのカードの周囲光が透過していない状態を示す平面図で
ある。
【図２】本発明の一実施例としてカードの周囲光が透過している状態を示す平面図である
。
【図３】図２に示した本発明の一実施例としてカードのＸ－Ｘ'方向断面図である。
【図４】本発明の一実施例としてカードの周囲光が透過している状態を示す平面図である
。
【図５】本発明の一実施例としてカードの周囲光が透過している状態を示す平面図である
。
【図６】図５に示した本発明の一実施例としてカードのＹ－Ｙ'方向断面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　　カード
　１１　透明カード基材
　１２　オーバーシート
　２１　光透過性の高い第１の着色インキ層
　２２　光透過性の低い第２の着色インキ層
　２３　光透過性の高い第３の着色インキ層
　２４　光散乱性のインキ層
　２５　通常の印刷画像

【図１】
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【図３】

【図４】
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【図６】
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